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町
長
選
挙
お
よ
び
町
議
会

議
員
補
欠
選
挙

　

任
期
満
了
に
よ
る
猪
苗
代
町
長
選

挙
と
猪
苗
代
町
議
会
議
員
補
欠
選
挙

が
、
左
記
の
と
お
り
執
行
さ
れ
る
に

あ
た
り
、
立
候
補
予
定
者
等
説
明
会

を
開
催
し
ま
す
。

▼
選
挙
名

猪
苗
代
町
長
選
挙
及
び
猪
苗
代
町
議

会
議
員
補
欠
選
挙

▼
選
挙
期
日　

４
月
24
日（
日
）

▼
告
示
日　

４
月
19
日（
火
）

▼
立
候
補
予
定
者
等
説
明
会

○
日
時　

３
月
24
日（
木
）

　

町
長
選
挙　

午
前
10
時

　

町
議
補
選　

午
後
１
時
30
分

○
場
所　

猪
苗
代
町
役
場
「
正
庁
」

○
出
席
人
数
な
ど

　

立
候
補
予
定
者
も
し
く
は
、
そ
の

　

代
理
人
３
人
以
内

県
議
会
議
員
一
般
選
挙
は

４
月
10
日
執
行

▼
選
挙
期
日　

４
月
10
日（
日
）

▼
告
示
日　

４
月
１
日（
金
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
選
挙
管
理
委
員
会

☎（
62
）２
１
１
１

「
も
し
も
」の
交
通
事
故
に

安
心
の
備
え
を

　

23
年
度
町
民
交
通
傷
害
保
険
の
加

入
申
し
込
み
受
け
付
け
を
始
め
ま
す
。

　

町
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る
人

（
ま
た
は
外
国
人
登
録
を
し
て
い
る

人
）な
ら
、
誰
で
も
加
入
で
き
ま
す
。

加
入
を
希
望
す
る
人
は
、
申
込
書
に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
保
険
料
を

添
え
て
町
民
生
活
課
に
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

　

加
入
の
際
に
は
、
他
保
険
の
加
入

状
況
に
つ
い
て
の
告
知
義
務
が
あ
り

ま
す
。
告
知
事
項
に
つ
い
て
、
事
実

を
記
入
し
な
か
っ
た
場
合
や
事
実
と

違
う
こ
と
を
記
入
し
た
場
合
は
、
契

約
を
解
除
す
る
こ
と
や
保
険
金
を
お

支
払
い
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

募　

集

選　

挙

　

そ
の
ほ
か
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て

は
、「
広
報
猪
苗
代
３
月
号
」
と
一

緒
に
配
布
さ
れ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
料   

　

１
人
１
口
４
８
０
円
（
１
年
分
） 

２
口
ま
で
加
入
で
き
ま
す
。

※
中
途
加
入
の
場
合
は
月
割
40
円
に

な
り
ま
す
。

※
お
支
払
い
い
た
だ
い
た
保
険
料
は
、

返
還
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

▼
保
険
期
間　

23
年
４
月
１
日
か
ら

24
年
３
月
31
日
ま
で

▼
受
付
開
始　

３
月
14
日
か
ら

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課　

町
民
生
活
業
務

☎（
62
）２
１
１
４

告　

示

・
第
８
号
「
延
滞
金
督
促
状
の
公
示

送
達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
９
号
「
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
無
効
告
示
」

（
町
民
生
活
課
国
保
年
金
業
務
）

・
第
10
号
「
不
動
産
等
の
最
高
価
申

込
者
決
定
通
知
書
の
公
示
送
達
に
つ

い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
11
号
「
繰
上
徴
収
通
知
書
の
公

示
送
達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
12
号
「
配
当
計
算
書
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
13
号
「
い
な
わ
し
ろ
地
産
地
消

推
進
店
認
定
要
領
」

（
農
林
課
農
林
業
務
）

・
第
14
号
「
猪
苗
代
町
指
定
給
水
装

置
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て
」

（
上
下
水
道
課
水
道
施
設
業
務
）

・
第
15
号
「
公
売
通
知
書
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
16
号
「
配
当
計
算
書
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
17
号
「
平
成
23
年
第
２
回
猪
苗

代
町
議
会
招
集
」

（
総
務
課
行
政
管
理
業
務
）

・
第
18
号
「
債
権
差
押
通
知
書
の
公

示
送
達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

公　

告

・
第
２
号
「
猪
苗
代
町
都
市
公
園
の

供
用
区
域
変
更
公
告
」

（
建
設
課
都
市
整
備
業
務
）

・
第
３
号
「
農
用
地
利
用
集
積
計
画

に
つ
い
て
」

（
農
業
委
員
会
農
地
業
務
）

・
第
４
号
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

に
よ
る
不
動
産
等
の
最
高
価
申
込
者

決
定
公
告
（
第
８
号
）」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
５
号
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

の
公
告
に
つ
い
て
（
第
９
号
）」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
６
号
「
農
用
地
利
用
集
積
計
画

に
つ
い
て
」

（
農
業
委
員
会
農
地
業
務
）

※
告
示
・
公
告
さ
れ
た
内
容
に
つ
い

て
は
、
役
場
前
掲
示
板
を
ご
覧
に
な

る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
課
に
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

掲
示
板

粗大ごみの搬入受付方法が変わります

　４月から粗大ごみ搬入受付方法が変わります。
○新しい搬入受付方法
　１）旧衛生センターに粗大ごみを持ち込む人は、事
　前に「粗大ごみ搬入受付票」に必要事項を記入の上、
　搬入時に係員に提出してください。
　２）提出の際、本人確認のため運転免許証など（本
　人確認ができるもの）の提示をお願いします。
　３）他の人に運搬を依頼する場合は、ごみ排出者本
　人が同乗するか、同乗できない場合は搬入受付票に
　依頼者（排出者）の氏名、住所、電話番号を必ず記
　入してください。
○受け入れ制限
　タイヤ、タイヤホイールの受け入れはできなくなり
ます。販売店や廃棄物収集運搬業者に引き取りを依頼

（有料）するか、自分でホイールを外した後、会津広
域市町村圏整備組合環境センターにタイヤだけを直接
持ち込む（町の証明書があれば無料）こともできます。
外したホイールは廃品回収業者などに引き取ってもら
うこともできます。
○実施時期
　４月 10 日の粗大ごみ受け入れ日から
※詳細は広報猪苗代 1 月号や区長経由の文書などで
お知らせしましたが、町ホームページでも確認できま
す。ご不明の点がありましたら、町民生活課に問い合
わせてください。

　　　　●問い合わせ先　町民生活課　☎（62）2114

【行程】
１日目　学びいな（4：30）－伊那ＩＣ－高遠町（10：30 ～ 15：30「400 年
　　　　祭式典、記念行事参加」）－羽広荘（16：30）　夜　交流会
２日目　羽広荘（8：00）－高遠町（9：00 ～ 12：00「保科正之公ゆかりの史跡、
　　　　観光地めぐり」）－杖突峠経由－諏訪大社参拝－諏訪ＩＣ－猪苗代
　　　　着（21：00）

　ことしは、会津藩祖保科正之公の生誕 400 年に
当たる記念の年です。それを記念し、正之公が幼少
青年期を過ごした高遠町（長野県伊那市）で開催さ
れる、生誕 400 年記念式典と記念行事に参加する
ツアーを企画しました。
　史跡めぐりや高遠町民との交流会なども実施し、
正之公や高遠町についての理解を深めます。
●開催日　４月 29 日（金）、30 日（土）
●開催場所　長野県伊那市高遠町
●出発時間・場所　午前４時 30 分
　学びいな出発
　（午前 11 時からの式典に参加）
●交通手段　マイクロバス
●受付開始日　３月 15 日（火）
●定員　25 人   ※先着順、
　定員になり次第締め切り

●参加費　17,000 円　
●申込方法　学びいなにある申込用紙に住所、氏名、
生年月日と電話番号を記入してファクスもしくは直
接窓口に申し込んでください。後日発送される決定
通知により参加費を納入してもらいます。
●申し込み先　学びいな（町体験交流館）
　☎（72）0180　　FAX（62）5350
●問い合わせ先　保科正之公生誕 400 年記念事業
　実行委員会事務局　鈴木清孝
　☎ 080（3146）7130

高遠町の「保科正之公生誕 400 年祭」に参加するツアー、参加者募集！
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免
税
軽
油
を
使
用
す
る
農

家
の
皆
さ
ん
へ

　

23
年
度
軽
油
引
取
税
免
税
証（
農

業
用
）の
交
付
申
請
を
３
月
下
旬
か

ら
受
け
付
け
ま
す
。希
望
す
る
人
は
、

農
作
業
を
始
め
る
前
に
所
定
の
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
す
で
に
販
売
店
を
通
じ
て
交
付
申

請
を
し
た
人
に
つ
い
て
は
、
左
記
の

手
続
き
は
不
要
で
す
。

▼
新
規
に
申
請
す
る
人

　

農
業
機
械（
ト
ラ
ク
タ
ー
、
コ
ン

バ
イ
ン
な
ど
）お
よ
び
耕
作
農
地
面

積
の
証
明
書
が
必
要
で
す
。

　

町
税
務
課
と
農
業
委
員
会
か
ら
証

明
書
を
発
行
し
て
も
ら
い
、
印
鑑
を

持
参
し
て
会
津
地
方
振
興
局
ま
で
お

い
で
く
だ
さ
い
。

▼
昨
年
か
ら
継
続
し
て
申
請
す
る
人

　

免
税
軽
油
使
用
者
証
、
昨
年
度
の

免
税
軽
油
の
引
き
取
り
と
使
用
に
つ

い
て
の
報
告
、
免
税
軽
油
の
納
品
書

お
よ
び
印
鑑
を
持
参
し
て
会
津
地
方

振
興
局
ま
で
お
い
で
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
使
用
者
証
の
有
効
期
限
が

23
年
11
月
30
日
以
前
の
人
ま
た
は
現

在
使
用
し
て
い
る
機
械
や
田
畑
の
保

有
面
積
が
昨
年
と
異
な
る
場
合
は
、

右
記
書
類
と
併
せ
て
所
有
農
業
機
械

お
よ
び
耕
作
農
地
面
積
の
証
明
書
が

必
要
で
す
。

▼
農
作
業
受
託
に
つ
い
て

　
「
農
作
業
の
う
ち
基
幹
的
な
作
業

（
専
ら
機
械
を
使
用
し
て
実
施
す
る

も
の
を
い
う
）
の
す
べ
て
の
委
託
を

受
け
て
農
作
業
を
す
る
人
」
も
免
税

軽
油
の
使
用
対
象
者
と
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

福
島
県
会
津
地
方
振
興
局

県
税
部　

課
税
第
二
課

☎（
29
）５
２
６
４

自
動
車
の
手
続
き
な
ど
は

お
済
み
で
す
か

　

普
通
自
動
車
・
軽
自
動
車
の
登
録

（
移
転
・
変
更
・
ま
っ
消
）
は
お
済

み
で
す
か
。

　

自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
は
、
毎

年
４
月
１
日
現
在
で
運
輸
支
局
・
軽

自
動
車
検
査
協
会
な
ど
に
登
録
さ
れ

て
い
る
名
義
上
の
所
有
者（
割
賦
購

入
の
場
合
は
使
用
者
）に
課
税
さ
れ

ま
す
。
例
年
、「
持
っ
て
い
な
い
車

の
納
税
通
知
書
が
き
た
」「
納
税
通

知
書
が
こ
な
い
」
な
ど
の
多
く
の
ト

ラ
ブ
ル
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

納
税
通
知
書
が
間
違
い
な
く
届
く

よ
う
に
、
次
に
該
当
す
る
人
は
３
月

31
日
ま
で
に
登
録
手
続
き
を
済
ま
せ

ま
し
ょ
う
。

①
住
所
が
変
わ
っ
た

②
自
動
車
・
軽
自
動
車
を
人
に
譲
っ

た（
所
有
者
が
変
わ
っ
た
）

③
廃
車
し
た

④
自
動
車
・
軽
自
動
車
の
所
有
者（
使

用
者
）が
死
亡
し
た　

な
ど

▼
問
い
合
わ
せ
先

【
自
動
車
税
】

福
島
県
会
津
地
方
振
興
局

県
税
部　

課
税
第
二
課

☎（
29
）５
２
６
１

【
軽
自
動
車
税
】

税
務
課　

賦
課
業
務

☎（
62
）２
１
１
３

課
税
台
帳
な
ど
の
閲
覧
と

縦
覧
に
つ
い
て

　

23
年
度
の
固
定
資
産
課
税
台
帳
の

閲
覧
を
実
施
し
ま
す

▼
閲
覧
期
間　

４
月
１
日（
金
）か

ら
５
月
２
日（
月
）ま
で

（
た
だ
し
土
曜
日
・
日
曜
日
・
祝
日

は
除
き
ま
す
）

▼
閲
覧
時
間　

午
前
８
時
30
分
か
ら

午
後
５
時
15
分
ま
で

▼
閲
覧
場
所　

猪
苗
代
町
役
場　
　

税
務
課
内（
１
階
）

▼
そ
の
他　

　

①
閲
覧
の
際
に
は
印
鑑（
認
印
で

結
構
で
す
）が
必
要
で
す
。

　

②
代
理（
本
人
お
よ
び
同
居
の
家

族
以
外
）の
場
合
は
、
委
任
状
と
代

理
人
本
人
を
確
認
で
き
る
書
類（
運

転
免
許
証
な
ど
）を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

　町では、交通手段が乏しい地域の人に、自宅から
目的地（乗り継ぎヤード）の間を送迎する乗合タク
シーを運行する予定です。

　これに伴い、現在運行している「町民バス
　（市沢線）」は３月 31 日（木）で終了します。

　皆さんのご理解とご協力をお願いします。
　乗合タクシーの詳しい運行内容、予約方法などに
ついては、該当する地区で開催した説明会の資料や
配布されたチラシなどで確認してください。

地区名 行政区名（または集落名）

猪苗代地区 諏訪前、今泉、見祢、祢次、見祢山、葉山、スキー場、
千貫

翁島地区 五十軒、西真行、大在家、行津、押立、土田、戸ノ口、
三本木、不動、磐根、砂川、天鏡台温泉

千里地区 西舘、島田
月輪地区 餉沢、空窪、田子沼、川崎、夷田、中目

長瀬地区 東舘、白津、内野、第１レークランド、明戸、下舘、
志津、荻窪、水沢

吾妻地区 小水沢、小田、市沢、大島原、ホナリ、上中ノ沢、
西高森、横向、蒲谷地、金堀、沼尻温泉

目的地（乗り継ぎヤード）

　・こばほん（旧小林書店）
　・猪苗代町役場
　・町立猪苗代病院
　・ＪＲ猪苗代駅

猪苗代町乗合タクシーの運行が始まります

　※乳幼児（小学校入学前の子ども）は無料です。
　身体障がい者手帳（赤）、療育手帳（青）、精神障
　がい者保健福祉手帳（赤）をお持ちの人は半額と
　なります。付き添いの人は手帳を持っている人１
　人につき１人まで半額とします。
○運行日時　平日だけ運行
　 午前２便
      
（乗り継ぎヤード着　８時 30分便、10時 30分便）

　  午後２便      
（乗り継ぎヤード発　１時 30 分便、３時 00 分便）

　※千貫地区と長瀬地区の午前便は、午前８時 30
　分便と路線バスの運行時間が重複するため、10
　時 30 分便だけの運行になります。

○運行該当行政区・集落

各地区と
乗り継ぎヤードを
往復運行します

　

③
閲
覧
期
間
中
は
、
納
税
義
務
者

本
人
の
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

や
名
寄
帳
の
写
し（
コ
ピ
ー
）
　
の
交

付
を
、
無
料
で
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

土
地
お
よ
び
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

の
縦
覧
を
実
施
し
ま
す

　

町
内
に
土
地
ま
た
は
家
屋
を
所
有

し
固
定
資
産
税
を
納
税
し
て
い
る
人

は
、
そ
れ
ぞ
れ
町
内
の
他
の
土
地
や

家
屋
の
価
格
な
ど
に
つ
い
て
、
土
地

価
格
等
縦
覧
帳
簿
や
家
屋
価
格
等
縦

覧
帳
簿
で
縦
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す（
た
だ
し
、
個
人
情
報
保
護
の
た

め
所
有
者
名
、
納
税
義
務
者
名
は
記

載
し
て
お
り
ま
せ
ん
）。

▼
縦
覧
期
間
、
時
間
、
場
所

　

課
税
台
帳
の
閲
覧
と
同
じ

▼
縦
覧
で
き
る
人

　

町
内
に
所
有
す
る
土
地
ま
た
は
家

屋
が
あ
る
納
税
者

　

縦
覧
の
際
に
は
印
鑑（
認
印
で
結

構
で
す
）が
必
要
で
す
。

※
縦
覧
す
る
際
は
縦
覧
を
希
望
す
る

土
地
・
家
屋
の
所
在
地
番
が
必
要
で

す
。
所
有
者
名
、
納
税
義
務
者
名
に

よ
る
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
コ
ピ
ー
な
ど
の
交
付
も
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

税
務
課　

賦
課
業
務

☎（
62
）２
１
１
３

閲
覧
・
縦
覧

農　

業

自
動
車

 普通自動車  乗用車・トラック・
 大型オートバイなど

 福島運輸支局
 ☎ 050（5540）2015

 軽自動車  黄色または黒ナンバーの四輪
 もしくは三輪の自動車

 軽自動車検査協会福島
 事務所   ☎ 024（546）3222

 小型二輪車  排気量 250cc を超える二輪車  福島運輸支局
 ☎ 050（5540）2015

 軽二輪車  排気量 125cc を超え、250cc
 以下の二輪車

 福島軽自動車協会
 ☎ 024（546）2577

 原動機付自転車
 小型特殊自動車

（農作業用・その他）

 排気量 125cc 以下の二輪車
 もしくはトラクター・コンバ 
 イン・フォークリフトなど

 猪苗代町役場税務課
 ☎（62）2113

登録（移転・変更・まっ消）の手続き窓口

○予約開始日　４月１日（金）から

○運行開始日　４月４日（月）から

○乗車料金　１回（片道）の運賃

　　　　　　　１人 500 円（全地区）

●予約センター　☎（62）3335（FAX 兼）　　●問い合わせ先　企画財務課　☎（62）2112

印鑑は忘れずにお持ちください。
代理の人は委任状と身分証明書
などが必要です

●乗合タクシーを利用するには事前登録が
必要です。登録を希望する人は企画財務課
に連絡してください。
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「
還
付
金
が
あ
り
ま
す
」の

電
話
に
要
注
意

　

県
内
で
、
医
療
費
の
還
付
を
名
目

と
し
た
還
付
金
等
詐
欺
が
発
生
し
、

高
齢
者
が
被
害
に
あ
い
ま
し
た
。

　

内
容
は
、
高
齢
者
宅
に
市
職
員
を

名
乗
る
男
か
ら「
医
療
費
を
払
い
過

ぎ
て
い
る
の
で
払
い
戻
す
」と
電
話

が
あ
り
、
携
帯
電
話
と
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
を
持
っ
て
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
行
き
、

指
定
さ
れ
た
口
座
に
お
金
を
振
り
込

ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
も
の
で
す
。

　
「
還
付
金
詐
欺
」の
被
害
に

　

あ
わ
な
い
た
め
に

　

・
保
険
料
の
還
付
や
高
額
療
養

　

費
の
支
給
な
ど
の
た
め
、
被
保

　

険
者
に
電
話
だ
け
で
連
絡
す
る

　

こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

・
保
険
料
の
還
付
や
高
額
療
養

　

費
の
支
給
な
ど
の
た
め
、
金
融

　

機
関
の
現
金
自
動
預
け
払
い
機

　
（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）の
操
作
を
求
め
る

　

こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

・
保
険
料
の
納
付
の
た
め
、
金

　

融
機
関
の
口
座
を
指
定
し
て
振

　

り
込
み
を
求
め
る
こ
と
は
絶
対

　

に
あ
り
ま
せ
ん
。

電
話
で「
還
付
金
が
あ
り
ま
す
」

な
ど
の
連
絡
が
あ
っ
た
ら

 

そ  

れ  

う  

そ  

か  

も  

？

 

そ 

相
談
す
る

（
振
り
込
む
前
に
警
察
に
相
談
す
る
）

 
れ 
連
絡
す
る

（
振
り
込
む
前
に
家
族
に
連
絡
す
る
）

 

う 

う
の
み
に
し
な
い

（
電
話
の
相
手
の
話
を
う
の
み
に
し
な
い
）

 

そ 

送
金
し
な
い

（
エ
ク
ス
パ
ッ
ク
や
宅
配
便
で
送
金
し
な
い
）

 

か 

確
認
す
る

（
名
乗
っ
た
本
人
・
役
所
に
確
認
す
る
）

 

も 

も
う
一
度
確
認
す
る

（
振
り
込
む
前
に
も
う
一
度
確
認
す
る
）

　

不
審
な
電
話
や
訪
問
が
あ
っ
た
際

は
、
広
域
連
合
に
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

福
島
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
２
４（
５
２
８
）９
０
２
５

注　

意

　「有機の里構想」に基づき、資源循環型農業の実現
を目指す町優良堆肥製造施設では、町内で発生した
家畜のふん尿、生ごみや下水汚泥などのバイオマス
資源を堆肥化した肥料を皆さんに販売しています。

●普通肥料（下水汚泥）の主要な成分含有量
　・窒素全量　2.7㌫　・りん酸全量　5.7㌫
　・カリ全量　0.7㌫　・炭素窒素量    ５（Ｃ/Ｎ比）
　  肥料の販売形態は、
　・バラ堆肥（１㌔㌘当たり 5 円）

●特殊肥料（牛ふん＋生ごみ＋もみ殻）の主要な
　成分含有量
　・窒素全量　1.1㌫　・りん酸全量　1.4㌫
　・カリ全量　1.6㌫　・炭素窒素量     20（Ｃ/Ｎ比）
　肥料の販売形態は、
　・バラ堆肥（１㌔㌘当たり 5 円）
　・ぺレット（15㌔㌘入り小袋：180 円）
　・バラ（10㌔㌘入り小袋：120 円）
●販売方法
　23 年度中に肥料を購入する人には、無料で配達
　と散布を実施しますので、ぜひご活用ください。
　トラックの搬入路や急傾斜地などで、配達や散布
　ができない場合もありますので、ご了承ください。
●注文方法　町優良堆肥製造施設に電話で申し込ん
　でください。　☎ 080（3190）3273　　
●支払方法　ＪＡの口座引落しまたは役場の納付書
　でお支払いください。詳しくは、町優良堆肥製造
　施設まで問い合わせてください。

町の優良堆肥を販売します

１．21年度　人件費の状況（普通会計決算）
住民基本
台帳人口

（22 年 3 月末）

歳出額
（Ａ） 実質収支 人件費

（Ｂ）
人件費率

（Ｂ／Ａ）
参考

20 年度の
人件費率

16,272 人
73 億

2,657 万
4 千円

2 億
2,341 万

9 千円

14 億
856 万
8 千円

19.2% 17.78%

（注）人件費には特別職に支給される給料、報酬などを含みます

２．22年度　職員給与費の状況（普通会計予算）

職員数
（Ａ）

給　与　費 １人当たり
給与費

（Ｂ／Ａ）給料 期末・勤勉
手当

その他の
手当

計
（Ｂ）

153 人
5 億

8,102 万
7 千円

2 億
201 万
4 千円

9,864 万
5 千円

8 億
8,168 万

6 千円
576 万
3 千円

（その他の手当に退職手当は含んでいません。職員数は 22 年 3 月 31 日現在）

３．職員の平均給料月額と平均年齢の状況
区分 給料 扶養手当 調整手当 計 平均年齢

一般行政職 325,500 円 22,000 円 ― 347,500 円 43.0 歳
技能労務職 304,700 円 13,600 円 ― 318,300 円 54.6 歳

４．一般行政職の初任給および経験年数別・学歴別平均給料月額
区分 初任給 経験年数 10 年 経験年数 20 年 経験年数 30 年

大学卒 172,200 円 258,200 円 336,800 円 410,911 円
高校卒 140,100 円 220,300 円 300,800 円 378,100 円

５．一般行政職の級別職員数の状況
区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

計標準的な
職務内容 主事 主事 主査 課長

主任主査 課長 課長

職員数（人） 4 14 53 29 4 1 105
構成比（％） 4.0 13.0 50.0 28.0 4.0 1.0 100.0

（注）１．町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
２．標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

６．職員手当の状況
【１】期末・勤勉手当（23 年１月１日現在）

区分
支給期別支給率

計
６月期 12 月期

本年度 1.95 月分 2.0 月分 3.95 月分
前年度 1.95 月分 2.2 月分 4.15 月分

国の制度 1.95 月分 2.0 月分 3.95 月分
（注）ただし、本年度は減額（４月給料月額× 9.95 月× 3%分）して支給し

ています。

【２】定年退職および勧奨退職に係る退職手当

区分 勤続 20 年 勤続 25 年 勤続 35 年 最高限度額 その他の加算措置
など

支給率 30.55
月分

41.34
月分

59.28
月分

59.28
月分

勧奨退職時４～８号給
一定率１年当たり２％

を超えない範囲内　
加算 20％限度

国の制度 30.55
月分

41.34
月分

59.28
月分

59.28
月分

一定率１年当たり２％
を超えない範囲内　

加算 20％限度
【３】その他の手当―１

特 殊 勤 務
手   　　当

（21 年度）

区分 全職種
職員全体に占める手当支給職員の割合 18.2%
支給対象職員１人当たり平均支給年額 29,628 円

手当の種類（手当数） ６

代表的な
手当の名称

支給額の多い手当 児童福祉業務手当
職員に支給されている手当 税務等業務手当、現場作業手当、

児童福祉業務手当、健康指導業務手当
【４】その他の手当―２

時  間  外
勤務手当

支給総額 24,510 千円
職員１人当たり支給年額 146 千円

【５】その他の手当―３
区分 内容 国の制度との異同

扶養手当
（月　額）

配偶者    ・・・・・・・・・・・・13,000 円

同
子・父母など  ・・・・・・・・・・6,500 円
配偶者のいない職員の１人目    ・・11,000 円
16 ～ 22 歳の子（加算） ・・・・・・5,000 円

住居手当
（月　額） アパートなどの場合最高限度額・・27,000 円 異

通勤手当
（ 片 道 ２km 以 上

の場合・月額）

交通用具使用の場合・・・通勤距離により 2,500 ～ 48,400 円の範囲内
異

バス、電車の場合・・・・・・・運賃相当額

７．特別職の報酬などの状況（23年１月１日現在）
区　　分 給料月額など 区　　分 給料月額など

給

料

町　長 632,000 円
報
　
酬

議　長 289,000 円
副町長 564,000 円 副議長 234,000 円
教育長 529,000 円 常任委員長および

議会運営委員長 222,000 円
議　員 211,000 円

期
末
手
当

町　長 （22 年度支給割合）  
 6 月期   1.45 月分
12 月期  1.50 月分
        計　2.95 月分

期
末
手
当

議　長 （22 年度支給割合）  
 6 月期   1.45 月分
12 月期  1.45 月分
        計　2.90 月分

副町長 副議長
教育長 常任委員長および

議会運営委員長

議　員

8. 定員適正化計画

区分 基準年　19 年度
（19 年４月１日）

22 年度
（22 年４月１日）

予定　24 年度
（24 年４月１日）

職員数 195 人 177 人 177 人
増　員 ― ― ―
減　員 ― 18 人 18 人

９．定員の状況
部　　　　門 職員数 対前年増減数 主な増減理由

一
般
行
政
部
門

議会（議会事務局） 3 0
総務（総務・企画・財政・戸籍・防災など） 31 ▲ 6 業務減など▲ 6
税務（税の課税・徴収） 13 0
民生（高齢者・障害者・児童福祉など） 26 ▲ 2 欠員不補充▲ 2
衛生（廃棄物収集など） 11 1 業務増　　  1
農水（農林水産業振興） 12 ▲ 1 欠員不補充▲ 1
商工（商工・観光振興） 8 1 業務増　　  1
土木（道路・住宅・公園整備など） 12 0

特別行
政部門 教育（学校教育、社会教育、文化振興など） 33 ▲ 4 欠員不補充▲ 4

公
営
事
業

病院 1 ▲ 2 業務減など▲ 2
水道（上水道） 9 ▲ 1 欠員不補充▲ 1
下水道 5 0
その他（国保・介護） 11 1 業務増　　  1

合　　　　計 175 ▲ 13

公表します

町職員の給与
町職員の給与・定員管理などについて、町民の皆さん
に理解していただくため、給与の状況や定員適正化計
画の進捗状況などをお知らせします。

（特に記載がない場合は、22 年４月１日現在）
●総務課　行政管理業務　☎（62）2111

※ 22 年４月１日現在の数値は「地方公務員給与実態調査」および「定員管理調査」を基にしたものです。

トラックで運んだ肥料
を散布機（マニアスプ
レッター）に積み、農
地に散布している様子。
23 年度中の購入者に
は無料で配送と散布を
実施します。


